
ぜひ、弁護士費用特約のセットをご検討ください！　詳しくは裏面をご覧ください。

＜弁護士費用特約の対象となる事故例＞
・上階の住人の洗濯機の排水ホースが外れ、漏水した結果、家財が汚損した。 
・横断歩道を歩行中、信号無視の自動車にひかれてケガをした。 
・公園からボールが飛んできて子どもの頭に当たってケガをし、障害が残ってしまった。 
このような被害事故にあい、相手の方に損害賠償請求を行った際に、 
・相手の方が損害賠償請求に応じない
・相手の方が無保険で交渉が進まない
・相手の方の提示した賠償額に納得がいかない
  などの場合に、相手の方との交渉を弁護士に依頼する費用や法律相談費用をお支払いします。

2019年10月1日以降始期契約用

ＧＫ すまいの保険
ＧＫ すまいの保険（ローン団体扱用）
（いずれもグランドタイプを含みます。）

弁護士費用特約のご案内
日常生活で他人にケガをさせられた等の被害事故にあい、

相手の方との交渉等を弁護士に依頼する費用や法律相談費用を一定額まで補償します。

こんなトラブルが起こったら・・・

理不尽な相手や難交渉が予想される相手との折衝・・・
ご家庭の一大事を弁護士に相談することができます！

困った・・・

助かった！

上階の居住者の浴槽から水があふれ、それ
が自宅の天井から漏水して家財が汚損
した。上階の居住者に損害賠償請求をし
たが、「お金がないため弁償できない」と
言われ事態が進展しない・・・。

自分の子どもが他の子どもにつき飛ばされ
てケガをした。相手の親に治療費を請求
したが応じてくれない・・・。

自宅に泥棒が入り、現金や貴金属等総額
100万円分を盗まれた。後日犯人が逮捕さ
れ10万円なら返金に応じるとの申し出が
あったが、100万円の返金を求めたい・・・。

同居の父が自転車に衝突されてケガをし、
重い障害が残ってしまった。相手の方に
治療費と慰謝料を請求したが金額が折り
合わない・・・。



●弁護士費用を補償する特約をセットした保険契約が他にある場合、補償が重複することがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認い
ただいたうえでご契約ください。
●このチラシは、「ＧＫ すまいの保険（すまいの火災保険）」の弁護士費用特約の概要をご説明したものです。詳細は商品パンフレットまたは「ご契約のしおり
（普通保険約款・特約）」等をご覧ください。

●保険契約者、被保険者の故意または重大な過失によって発生した被害
●戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等によって発生した被害
●業務遂行に直接起因する事故、もっぱら業務の用に供される動産の損壊または盗取によって発生した被害
●被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって発生した被害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

次の場合は保険金をお支払いできません（保険金をお支払いしない主な場合）

※地域・時期等によっては、弁護士をご紹介できない場合があります。また、ご紹介した弁護士への相談等はお客さまの責任でご利用
いただき、特約に定める金額を超えて利用した場合の超過金額はお客さまのご負担となります。

　　　　　　　　　　 をご利用いただけます！万一の事故の際には、
保険金をお支払いする場合に、お客さまのご要望に応じて弁護士の紹介窓口をご案内します。

紹介ネットワーク

①本人 ②配偶者 ③同居の親族 ④未婚のお子さま

被保険者の範囲

（注）被保険者とは保険契約により補償を受けられる方をいいます。
　   被保険者の範囲は次のとおりです。
①記名被保険者（本人）　②記名被保険者の配偶者　③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

弁護士費用等保険金

300万円限度

法律相談費用保険金

10万円限度
被保険者が保険期間中に被害にあい、当社の承認を得て
相手との交渉を弁護士に依頼する場合に、弁護士費用等
保険金をお支払いします。

（１回の事故につき被保険者（注）１名ごとに）

被保険者が保険期間中に被害にあい、弁護士、司法書士
または行政書士に法律相談を行う場合に、法律相談費用
保険金をお支払いします。

（１回の事故につき被保険者（注）１名ごとに）

弁護士費用特約
日本国内で発生した被害事故によって死傷したり、財物に損害を受けたりして、相手の方に損害
賠償請求を行う場合の費用や、法律相談を行う場合の費用を補償します。

87645　1   2019.07 （新）（62）
※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00～19:00になります。


